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※料理の内容は、季節により異なります。
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料理料金

要予約

組合員9,800円
宿泊パック

要予約
＊1泊2食付
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さらに利用助成券（宿泊料・朝食分及び
夕食分各2,500円の利用助成が可能です。）
を利用すると4,800円で利用できます。
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奈良県市町村職員共済組合宿泊所

四季の宿

奈良共済マスコットキャラクター



　

1
年
以
上
の
組
合
員
期
間
が
あ
り
、か
つ

組
合
員
期
間
等(※

)

が
25
年
以
上
あ
る
方

が
、60
歳
に
到
達
す
る
と
特
例
に
よ
る
退
職

共
済
年
金
を
受
け
る
権
利
が
発
生
し
ま
す
。

　

こ
の
権
利
は
、退
職
後
は
も
と
よ
り
公
務

員
と
し
て
在
職
中
で
あ
っ
て
も
発
生
す
る

こ
と
と
な
り
、年
金
の
決
定
請
求
を
行
う
必

要
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、こ
の
特
例
に
よ
る
退
職
共
済
年
金

は
公
務
員
と
し
て
在
職
中
の
場
合
に
は
原

則
と
し
て
支
給
停
止
と
な
り
ま
す
が
、給
料

や
期
末
手
当
等
の
額
に
応
じ
て
一
部
支
給

さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
次
の
と
お
り
在
職
中
に
60
歳
に

到
達
さ
れ
る
組
合
員
の
皆
さ
ま
へ
退
職
共

済
年
金
の
請
求
等
に
つ
い
て
ご
案
内
い
た

し
ま
す
。

　

所
定
の
請
求
様
式
に
必
要
書
類
を
添
付
し

て
い
た
だ
き
、所
属
所
の
共
済
事
務
担
当
課

（
人
事
課
ま
た
は
総
務
課
等
）を
経
由
し
て
請

求
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

請
求
に
か
か
る
様
式
に
つ
き
ま
し
て
は
、

各
所
属
所
の
共
済
事
務
担
当
課

に
申
し
出
て
い
た
だ
く
か
、全
国

市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会

（
以
下「
全
国
連
合
会
」）の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
上
に
様
式
の
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
印
刷
が
可
能
な
ペ
ー
ジ

が
あ
り
ま
す
の
で
、そ
こ
か
ら
印

刷
し
て
く
だ
さ
い
。

　

退
職
共
済
年
金
の
受
給
権
は
60 

歳
の
誕
生

日
が
到
来（
60 

歳
の
誕
生
日
の
前
日
）し
た
時

点
で
そ
の
権
利
が
発
生
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

よ
っ
て
、年
金
の
請
求
は
こ
の
60
歳
到
達

日
以
降
に
請
求
願
い
ま
す
。

　　

共
済
組
合
で
は
、
前
記
に
よ
り
提
出
の

あ
っ
た
請
求
書
等
を
受
理
・
審
査
し
、全
国
連

合
会
へ
請
求
書
を
進
達
い
た
し
ま
す
。ま
た
、

全
国
連
合
会
で
は
進
達
の
あ
っ
た
請
求
書
に

基
づ
き
年
金
の
決
定
を
行
い
、後
日
、年
金
証

書
を
共
済
組
合
お
よ
び
所
属
所
の
共
済
事
務

担
当
課
を
経
由
し
て
請
求
者
の
方
々
に
交
付

い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、こ
の
年
金
証
書
は
全
国
連
合
会
か

ら
年
金
を
受
け
る
権
利
が
あ
る
こ
と
を
証
明

す
る
重
要
な
書
類
で
す
か
ら
大
切
に
保
管
し

て
く
だ
さ
い
。

　

毎
年
年
度
末
は
定
年
退
職
者
の
年
金
改
定

処
理
等
の
事
務
が
集
中
す
る
時
期
で
す
。事

務
処
理
を
円
滑
に
行
い
、速
や
か
に
全
国
連

合
会
へ
の
事
務
手
続
き
が
行
え
る
よ
う
、在

職
中
に
60
歳
に
到
達
さ
れ
た
場
合
に
は
決
定

請
求
書
の
提
出
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
よ

う
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※

請
求
に
あ
た
っ
て
の
必
要
書
類
等
の
手
続

き
に
関
し
ま
し
て
は
、共
済
事
務
担
当
者

の
指
示
に
従
っ
て
行
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す

よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

Ⅰ
請
求
手
続
き

Ⅱ
請
求
時
期

Ⅳ
年
金
課
か
ら
の
お
願
い

Ⅲ
決
定
後
の
年
金
証
書
等
の
交
付

〔全国市町村職員共済組合連合会のホームページアドレス〕
http://www.shichousonren.or. jp/

特
例
に
よ
る
退
職
共
済
年
金
の
請
求
に
つ
い
て

在
職
中
に
60
歳
に
到
達
さ
れ
る
方
へ

在
職
中
に
60
歳
に
到
達
さ
れ
る
方
へ

(※
)

組
合
員
期
間
等…

公
務
員
・
厚
生

年
金
保
険
・
国
民
年
金
・
私
立
学
校

教
職
員
の
期
間
等
を
合
算
し
た
期

間
で
す
。
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な
ら
れ
る
方
へ

な
ら
れ
る
方
へ

　

前
号
で
も
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
と
お
り
、退
職
後
の
生

活
設
計
の一
助
と
し
て
い
た
だ
く
た
め
、今
年
度
か
ら
58
歳
に

な
ら
れ
る
在
職
中
の
組
合
員
の
方（
昭
和
25
年
4
月
2
日
以

後
に
生
ま
れ
た
方
）へ『
年
金
見
込
額
等
の
お
知
ら
せ
』を
お

送
り
し
て
い
ま
す
。

　

順
次
、誕
生
日
の
前
月
に
な
り
ま
し
た
ら
、所
属
所
へ
お
送

り
し
て
ま
す
の
で
、お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
、記
録
の
確
認

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、当
該
お
知
ら
せ
に
よ
る
年
金
見
込
額
は
、将
来
受
給

要
件
を
満
た
す
こ
と
を
前
提
に
一
定
の
条
件
で
算
定
し
た
も

の
で
す
の
で
、実
際
の
年
金
額
と
は
異
な
り
ま
す
。さ
ら
に
今

後
の
法
律
改
正
や
物
価
ス
ラ
イ
ド
に
よ
っ
て
も
変
更
と
な
り

ま
す
。

　

ま
た
、年
金
額
の
試
算
に
つ
い
て
は
、下
記
の
全
国
連
合
会

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
行
う
こ
と
も
で
き
ま
す
の
で
、ご
活
用

　

平
成
19
年
4
月
か
ら
一
元
的
処
理
が
開
始
さ
れ
、奈
良
県

市
町
村
職
員
共
済
組
合
で
は
今
ま
で
ど
お
り
年
金
に
関
す
る

各
種
手
続
き
、相
談
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、共
済
年
金
の

決
定・支
払
に
つ
い
て
は
全
国
連
合
会
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

全
国
連
合
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、①
年
金
制
度
の
解

説
、②
年
金
手
続
き
の
案
内
、③
年
金
自
動
計
算（
年
金
額
の

試
算
）、④
よ
く
あ
る
質
問
、⑤
ど
こ
で
も
年
金
相
談
サ
ー
ビ

ス
、⑥
各
種
申
請
書
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
等
が
利
用
で
き
ま
す
。

※
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
は
2
ペ
ー
ジ
を
参
照
く
だ
さ
い
。

全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ご
案
内
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活
設
計
の一
助
と
し
て
い
た
だ
く
た
め
、今
年
度
か
ら
58
歳
に

な
ら
れ
る
在
職
中
の
組
合
員
の
方（
昭
和
25
年
4
月
2
日
以

後
に
生
ま
れ
た
方
）へ『
年
金
見
込
額
等
の
お
知
ら
せ
』を
お

送
り
し
て
い
ま
す
。

　

順
次
、誕
生
日
の
前
月
に
な
り
ま
し
た
ら
、所
属
所
へ
お
送

り
し
て
ま
す
の
で
、お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
、記
録
の
確
認

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、当
該
お
知
ら
せ
に
よ
る
年
金
見
込
額
は
、将
来
受
給

要
件
を
満
た
す
こ
と
を
前
提
に
一
定
の
条
件
で
算
定
し
た
も

の
で
す
の
で
、実
際
の
年
金
額
と
は
異
な
り
ま
す
。さ
ら
に
今

後
の
法
律
改
正
や
物
価
ス
ラ
イ
ド
に
よ
っ
て
も
変
更
と
な
り

ま
す
。

　

ま
た
、年
金
額
の
試
算
に
つ
い
て
は
、下
記
の
全
国
連
合
会

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
行
う
こ
と
も
で
き
ま
す
の
で
、ご
活
用

　

平
成
19
年
4
月
か
ら
一
元
的
処
理
が
開
始
さ
れ
、奈
良
県

市
町
村
職
員
共
済
組
合
で
は
今
ま
で
ど
お
り
年
金
に
関
す
る

各
種
手
続
き
、相
談
業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、共
済
年
金
の

決
定・支
払
に
つ
い
て
は
全
国
連
合
会
で
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

全
国
連
合
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、①
年
金
制
度
の
解

説
、②
年
金
手
続
き
の
案
内
、③
年
金
自
動
計
算（
年
金
額
の

試
算
）、④
よ
く
あ
る
質
問
、⑤
ど
こ
で
も
年
金
相
談
サ
ー
ビ

ス
、⑥
各
種
申
請
書
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
等
が
利
用
で
き
ま
す
。

※
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
は
2
ペ
ー
ジ
を
参
照
く
だ
さ
い
。

全
国
市
町
村
職
員
共
済
組
合
連
合
会
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ご
案
内

奈良県　◯◯方奈良県　◯◯方
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共済　太郎 様

お問い合わせ先
奈良県　橿原市
大久保町302番1

奈良県市町村職員共済組合
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0744-29-8266
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男

86350000099999

11111-22222222
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公費負担医療
こんな場合はお届けくださいこんな場合はお届けください

共済組合に届け出が必要な公費

　皆さまが、医療機関で受診し支払った自己負担額が、同一の医療機関で１カ月に25，000円を超え
た場合は、「一部負担金払戻金」や「家族療養費附加金」という附加給付が共済組合から支払われます。
　しかし、自己負担分が助成される公費負担医療などの該当者は、公費の給付を優先させ、共済組合
からは支給しない給付調整をしています。
　公費負担医療とは、主に次のようなものがあります。

● 老人医療費助成事業など高齢者に対する福祉医療給付
● 心身障害者医療費助成事業など障害者に対する福祉医療給付
● 母子医療費助成事業など母子家庭に対する福祉医療給付
● 乳幼児医療費助成事業など乳幼児に対する福祉医療給付

都道府県および市町村が実施しているもの都道府県および市町村が実施しているもの1

共済組合に届け出る必要がない公費

● 感染症法による適正医療・命令入所
● 精神保健および精神障害者福祉に関する法律による入院医療・通院医療
● 身体障害者福祉法による更生医療
● 生活保護法による医療扶助　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

国が実施しているもの国が実施しているもの2

● 特定疾患治療研究事業による給付
● 小児慢性特定疾患治療研究事業による給付    　　　　　　　　　　　　　　など

に掲げる公費は共済組合への届け出が必要です。組合員や被扶養者が　　の助成事業に該当
し、届け出がまだの方や届け出後変更のあった方は所属所共済事務担当課へ申し出てください。
　ただし、乳幼児医療費助成事業は、居住地の助成対象年齢に該当していれば、給付調整をしてい
ますので、所得が限度額を超えて対象外になった場合は、不該当の届けが必要です。
　また、不該当の届け出後、所得が下がって助成対象になった場合は、該当の届けが必要です。
　医療機関から提出されるレセプトに記載されている情報をもとに、調査等をしていますのでご協
力をお願いします。

都道府県または政令指定都市が実施しているもの都道府県または政令指定都市が実施しているもの3
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被
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養
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の
資
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継
続
調
査
を
実
施
し
ま
す

被
扶
養
者
の
資
格
継
続
調
査
を
実
施
し
ま
す

被
扶
養
者
の
資
格
継
続
調
査
を
実
施
し
ま
す

　

毎
年
、被
扶
養
者
資
格
の
調
査
を
行
っ
て
い
ま
す
。こ
れ

は
被
扶
養
者
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
る
方
が
、今
後
も
継

続
し
て
認
定
し
得
る
要
件
を
備
え
て
い
る
か
ど
う
か
を
確

認
す
る
も
の
で
す
。

　

平
成
20
年
7
月
1
日
を
基
準
日
と
し
て
、被
扶
養
者
と

し
て
認
定
し
て
い
る
方
に
つ
い
て
調
査
を
実
施
し
ま
す
の
で
、

該
当
す
る
組
合
員
の
皆
さ
ま
は
、ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
実
施
時
期
：
平
成
20
年
7
月
1
日
か
ら
同
年
9
月
末
日

ま
で
で
す
。

●
調
査
対
象
者
：
被
扶
養
者
で
、平
成
20
年
5
月
1
日
現

在
、扶
養
手
当
の
支
給
対
象
に
な
っ
て
い
な
い
方
で
す
。

●
調
査
対
象
期
間
：
平
成
18
年
12
月
31
日
以
前
に
認
定
し

た
方
は
、平
成
19
年
1
月
1
日
か
ら
基
準
日（
平
成
20

年
7
月
1
日
）ま
で
の
期
間
。平
成
１9
年
１
月
１
日
以
降

に
認
定
し
た
方
は
、認
定
日
か
ら
基
準
日
ま
で
の
期
間

で
す
。

●
調
査
方
法
：「
被
扶
養
者
資
格
確
認
届
書
」を
所
属
所

の
共
済
事
務
担
当
課
を
通
じ
て
、調
査
対
象
者
を
被
扶

養
者
と
し
て
い
る
組
合
員
に
配
付
し
ま
す
。必
要
事
項

を
記
入
の
う
え
関
係
書
類
を
添
付
し
、記
名
捺
印
の
う

え
、各
所
属
所
の
指
定
期
日
ま
で
に
共
済
事
務
担
当
課

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

共
済
組
合
で
提
出
書
類
を
審
査
し
た
結
果
、当
該
被
扶

養
者
が
資
格
の
要
件
を
欠
い
て
い
た
場
合
は
、共
済
事
務
担

当
課
を
通
じ
て
連
絡
い
た
し
ま
す
の
で
、「
被
扶
養
者
取
消

申
告
書
」を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。ま
た
、さ
か
の
ぼ
っ
て
認

定
を
取
り
消
し
た
場
合
、そ
の
間
に
受
診
し
た
医
療
費
や

受
給
し
た
給
付
金
に
つい
て
は
返
還
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

去
る
平
成
20
年
5
月
15
日
、奈
良
県
市
町
村
会
館
8

階
大
会
議
室
に
て「
共
済
事
業
説
明
会
」を
左
記
日
程

表
の
と
お
り
開
催
し
ま
し
た
。

　

こ
の
説
明
会
で
は
、各
所
属
所
の
共
済
事
務
担
当
者
の

皆
さ
ま
に
ご
参
加
い
た
だ
き
、平
成
20
年
度
の
事
業
概
要

と
主
な
改
正
点
等
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
、制
度
改
正
等

で
複
雑
に
な
る
共
済
制
度
と
円
滑
な
事
務
に
つ
い
て
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、説
明
会
当
日
は
公
務
ご
多
忙
中
に
も
か
か
わ

ら
ず
、多
数
の
共
済
事
務
担
当
者
の
ご
出
席
を
い
た
だ
き

あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

　

今
後
も
組
合
員

と
そ
の
被
扶
養
者

の
皆
さ
ま
に
共
済

制
度
が
十
分
普
及

で
き
ま
す
よ
う
、よ

り
充
実
し
た
説
明

会
と
な
る
よ
う
努

め
ま
す
。

年
金
額
に
変
更
が
な
い
場
合
は
、

年
金
改
定
証
書
を
送
付
し
て
い
ま
せ
ん
。

平
成
20
年
度
の
年
金
額
に
つ
い
て
は

据
え
置
き
と
な
り
ま
す
。

平
成
20
年
度
の

年
金
額
の
お
知
ら
せ

平
成
20
年
度
の

年
金
額
の
お
知
ら
せ

共済事業説明会『平成20年度制度改正等について』を開催しました共済事業説明会『平成20年度制度改正等について』を開催しました共済事業説明会『平成20年度制度改正等について』を開催しました

時間

13:00～13:10

13:10～13:15

13:15～13:35

13:35～14:15

14:15～14:25

14:25～15:05

15:05～15:45

15:45～15:55

15:55～16:10

16:10～16:20

16:20～16:30

16:30～16:35

受付

開会

事業計画概況

短期事業等について

休憩

平成20年度の年金事業と
制度改正について

福祉事業の改正について

休憩

共済事務ヘルプ（2008.04）
改正版について

『四季の宿やまと』について

質疑応答

閉会

内容
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● 精神保健および精神障害者福祉に関する法律による入院医療・通院医療
● 身体障害者福祉法による更生医療
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国が実施しているもの国が実施しているもの2

● 特定疾患治療研究事業による給付
● 小児慢性特定疾患治療研究事業による給付    　　　　　　　　　　　　　　など

に掲げる公費は共済組合への届け出が必要です。組合員や被扶養者が　　の助成事業に該当
し、届け出がまだの方や届け出後変更のあった方は所属所共済事務担当課へ申し出てください。
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　医療機関から提出されるレセプトに記載されている情報をもとに、調査等をしていますのでご協
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と
円
滑
な
事
務
に
つ
い
て
の
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

　

ま
た
、説
明
会
当
日
は
公
務
ご
多
忙
中
に
も
か
か
わ

ら
ず
、多
数
の
共
済
事
務
担
当
者
の
ご
出
席
を
い
た
だ
き

あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

　

今
後
も
組
合
員

と
そ
の
被
扶
養
者

の
皆
さ
ま
に
共
済

制
度
が
十
分
普
及

で
き
ま
す
よ
う
、よ

り
充
実
し
た
説
明

会
と
な
る
よ
う
努

め
ま
す
。

年
金
額
に
変
更
が
な
い
場
合
は
、

年
金
改
定
証
書
を
送
付
し
て
い
ま
せ
ん
。

平
成
20
年
度
の
年
金
額
に
つ
い
て
は

据
え
置
き
と
な
り
ま
す
。

平
成
20
年
度
の

年
金
額
の
お
知
ら
せ

平
成
20
年
度
の

年
金
額
の
お
知
ら
せ

共済事業説明会『平成20年度制度改正等について』を開催しました共済事業説明会『平成20年度制度改正等について』を開催しました共済事業説明会『平成20年度制度改正等について』を開催しました

時間

13:00～13:10

13:10～13:15

13:15～13:35

13:35～14:15

14:15～14:25

14:25～15:05

15:05～15:45

15:45～15:55

15:55～16:10

16:10～16:20

16:20～16:30

16:30～16:35

受付

開会

事業計画概況

短期事業等について

休憩

平成20年度の年金事業と
制度改正について

福祉事業の改正について

休憩

共済事務ヘルプ（2008.04）
改正版について

『四季の宿やまと』について

質疑応答

閉会

内容



　

普
通・住
宅・災
害・在
宅
介
護
対
応
住
宅・特
別（
医
療・入

学・結
婚・葬
祭・修
学
）・高
額
医
療・出
産
貸
付
の
申
し
込
み

は
、次
の
申
し
込
み
の
時
期
等
に
貸
付
申
込
書
に
所
定
の
事

項
を
記
入
の
う
え
、理
事
長
が
別
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し

て
各
所
属
所
の
共
済
事
務
担
当
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

各
貸
付
申
込
書
は
、所
属
所
を
経
由
し
て
共
済
組
合
へ
送

付
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

①
貸
付
け
の
申
し
込
み
時
期

ア
普
通
貸
付
お
よ
び
特
別
貸
付…

資
金
を
必
要
と
す
る

も
っ
と
も
近
い
時
期

イ
住
宅
貸
付

　

（1）
住
宅
の
新
築・増
築・改
築…

上
棟
の
時
期

　

（2）
住
宅
の
修
理…

工
事
　

以
上
進
捗
し
た
時
期

　

（3）
住
宅
の
購
入・借
入
れ
、ま
た
は
住
宅
の
敷
地
購
入…

契 

約
書
に
定
め
る
資
金
を
支
払
う
日
の
も
っ
と
も
近
い
時
期

ウ
災
害
貸
付

　

（1）
住
宅
ま
た
は
住
宅
の
敷
地…

住
宅
貸
付
の
(1)
か
ら
(3)
に

該
当
す
る
時
期

　

（2）
家
財…

普
通
貸
付
と
同
じ
時
期

エ
在
宅
介
護
対
応
住
宅
貸
付…

住
宅
貸
付
の
(1)
か
ら
(3)
に

該
当
す
る
時
期

オ
高
額
医
療
貸
付…

随
時

カ
出
産
貸
付…

随
時

②
貸
付
申
し
込
み
締
切
日
・
決
定
日
お
よ
び
交
付
日

　

下
表
の
貸
付
申
し
込
み
締
切
日
は
、共
済
組
合
の
締
切
日

で
す
。

　

な
お
、共
済
組
合
へ
の
送
付
等
の
関
係
上
、所
属
所
に
お
け

る
締
切
日
が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

１／２

※貸付申込み締切日および貸付金の交付日が休日の場合はその前日とし、
　貸付決定日が休日の場合はその翌日。

●
だ
ん
し
ん
へ
の
申
し
込
み
時
期

　

だ
ん
し
ん
の
加
入
資
格
を
満
た
し
て
い
る
方
で
、だ
ん
し
ん

加
入
を
ご
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、各
貸
付
け
を
申
し
込
む
際

に
団
体
信
用
生
命
保
険
加
入
申
込
書
に
よ
り
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

貸
付
事
業
の
申
し
込
み
締
切
時
期
の

お
知
ら
せ

貸
付
事
業
の
申
し
込
み
締
切
時
期
の

お
知
ら
せ

団
体
信
用
生
命
保
険
事
業（
だ
ん
し
ん
）の

加
入
申
し
込
み
に
つ
い
て

　

夏
の
ボ
ー
ナ
ス
の
活
用
方
法
は
お
決
ま
り
で
す
か
！？
　

海

や
山
へ
の
レ
ジ
ャ
ー
等
の
あ
と
は
、
し
っ
か
り
貯
蓄
し
ま

せ
ん
か
。上
手
な
貯
蓄
を
お
考
え
な
ら
、い
つ
で
も
預
入

れ
が
で
き
、
高
利
回
り
で
安
全
な「
組
合
員
貯
金
」
に

決
ま
り
で
す
。
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保健事業のお知らせ保健事業のお知らせ

①生活習慣病などの早期発見・早期治療のためにも、定期的に健康診断を受けて、自分の健康状態を把握し、健康維持に努め
ましょう。

　健康診断は健康な生活を送るためのバロメーターです。
②皆さまが、健康な毎日を送れるよう共済組合がお手伝いします。

人間ドック・婦人科健診
４月から指定医療機関による人間ドックまた婦人科健診が始まりました。受診者の方は希望する医療機関等に早めに予約をして受診して
ください。

成人病健診・委託定期健康診断
５月下旬から各所属所への巡回健診による成人病健診【１次検査】および委託定期健康診断が始まりました。

組合員の
皆さまへ

平成２０年７月１日から
組合員貯金の利率および貸付利率（特例）
が変更になります！！

平成２０年７月１日から
組合員貯金の利率および貸付利率（特例）
が変更になります！！

■組合員貯金の利率が下がります。
　組合員貯金は、皆さまからお預かりしたお金を、共済組合が安全かつ効率的に運用することで収益を得て、貯金加入者の
皆さまに利息として還元し、生活の安全、福祉の増進を目的としています。厳しい情勢が続いているなか、過去に購入した高
利回りの債券により、年利1.8％に相応する運用益を確保してきましたが、本年度以降においては、高利回りの債権の償還が
行われ、新規に購入する国内債券等のクーポンが低位であることから同利率を維持することが難しい状況です。  
　このことから、平成２０年７月より組合員貯金利率を年利１．５％といたします。      

■貸付利率（特例）が上がります。
　本組合貸付利率につきまして、平成２０年１月１日より、特例利率２．４６％（災害貸付２．０５％、在宅介護対応住宅貸付
２．２０％）となりましたが、共済ニュース平成１９年１１月号でお知らせしましたとおり、平成２０年７月からは下表のとおり貸付利
率が上がりますので、貸付けの申込みをお考えの方はご注意ください。 

(  )は、抵当権を設定する貸付けを除き、徴収される年利０.０６％の一部負担金を含んだ利率
（参考）●財政融資資金利率…国債の市場流通金利を基準として財務大臣が毎月定める利率で「財政融資資金預託金利」の約定期間１０年以
　　　　　　　　　　　　　　上１１年未満の率       
　　　●一部負担金の負担率…平成１８年６月からの新規貸付より貸付債権保全金に要する費用の一部として借受人が負担することとなった
　　　　　　　　　　　　　　率（ただし、抵当権の設定を要する貸付を除く）

特例利率表
平成２０年７月１日から平成２１年６月３０日までの間
財政融資資金利率

2.9 
2.8 
2.7 
2.6 
2.5 

3.16 （3.22）
3.06 （3.12）
2.96 （3.02）
2.86 （2.92）
2.76 （2.82）

2.63 （2.69）
2.55 （2.61）
2.47 （2.53）
2.38 （2.44）
2.30 （2.36）

2.90 （2.69）
2.80 （2.86）
2.70 （2.76）
2.60 （2.66）
2.50 （2.56）

3.0以上
 (上段 H20.7.1
～H21.3.31)
 (下段 H21.4.1
～H21.6.30)

特例期間が終了した日の属する月の末日（理事長が必要
と認める場合には、当該末日の翌日以後３月以内の日
で理事長が定める日）

毎年の１月１日および７月１日から、１月１日にあっては直近
の１０月１日、７月１日にあっては直近の４月１日における財
政融資資金利率に０.２６％を加えた利率

財政融資資金利率の改定日（理事長が必要と認める場合
は、その日から３月以内で理事長が定める日）2.4以下 2.66 （2.72） 2.22 （2.28） 2.40 （2.46）

3.26 （3.32） 2.72 （2.78） 3.00 （3.06）

3.46 （3.52） 2.88 （2.94） 3.20 （3.26）

住宅貸付等 災害貸付  介護住宅 備考

本則附則
平成２１年７月１日～
財政融資資金利率

3.1 
3.0 
2.9 
2.8 
2.7 
2.6 
2.5 

3.36 （3.42）
3.26 （3.32）
3.16 （3.22）
3.06 （3.12）
2.96 （3.02）
2.86 （2.92）
2.76 （2.82）

2.80 （2.86）
2.72 （2.78）
2.63 （2.69）
2.55 （2.61）
2.47 （2.53）
2.38 （2.44）
2.30 （2.36）

3.10 （3.16）
3.00 （3.06）
2.90 （2.96）
2.80 （2.86）
2.70 （2.76）
2.60 （2.66）
2.50 （2.56）

3.2以上
特例期間が終了した日の属する月の末日（理事長が必要
と認める場合には、当該末日の翌日以後３月以内の日
で理事長が定める日）

毎年の１月１日および７月１日から、１月１日にあっては直近
の１０月１日、７月１日にあっては直近の４月１日における財
政融資資金利率に０.２６％を加えた利率

財政融資資金利率の改定日（理事長が必要と認める場合
は、その日から３月以内で理事長が定める日）2.4以下 2.66 （2.72） 2.22 （2.28） 2.40 （2.46）

3.46 （3.52） 2.88 （2.94） 3.20 （3.26）

住宅貸付等 災害貸付  介護住宅 備考

（ 利率 ： ％ ）

（ 利率 ： ％ ）
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普
通・住
宅・災
害・在
宅
介
護
対
応
住
宅・特
別（
医
療・入

学・結
婚・葬
祭・修
学
）・高
額
医
療・出
産
貸
付
の
申
し
込
み

は
、次
の
申
し
込
み
の
時
期
等
に
貸
付
申
込
書
に
所
定
の
事

項
を
記
入
の
う
え
、理
事
長
が
別
に
定
め
る
書
類
を
添
付
し

て
各
所
属
所
の
共
済
事
務
担
当
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

各
貸
付
申
込
書
は
、所
属
所
を
経
由
し
て
共
済
組
合
へ
送

付
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

①
貸
付
け
の
申
し
込
み
時
期

ア
普
通
貸
付
お
よ
び
特
別
貸
付…

資
金
を
必
要
と
す
る

も
っ
と
も
近
い
時
期

イ
住
宅
貸
付

　

（1）
住
宅
の
新
築・増
築・改
築…

上
棟
の
時
期

　

（2）
住
宅
の
修
理…

工
事
　

以
上
進
捗
し
た
時
期

　

（3）
住
宅
の
購
入・借
入
れ
、ま
た
は
住
宅
の
敷
地
購
入…

契 

約
書
に
定
め
る
資
金
を
支
払
う
日
の
も
っ
と
も
近
い
時
期

ウ
災
害
貸
付

　

（1）
住
宅
ま
た
は
住
宅
の
敷
地…

住
宅
貸
付
の
(1)
か
ら
(3)
に

該
当
す
る
時
期

　

（2）
家
財…

普
通
貸
付
と
同
じ
時
期

エ
在
宅
介
護
対
応
住
宅
貸
付…

住
宅
貸
付
の
(1)
か
ら
(3)
に

該
当
す
る
時
期

オ
高
額
医
療
貸
付…

随
時

カ
出
産
貸
付…

随
時

②
貸
付
申
し
込
み
締
切
日
・
決
定
日
お
よ
び
交
付
日

　

下
表
の
貸
付
申
し
込
み
締
切
日
は
、共
済
組
合
の
締
切
日

で
す
。

　

な
お
、共
済
組
合
へ
の
送
付
等
の
関
係
上
、所
属
所
に
お
け

る
締
切
日
が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

１／２

※貸付申込み締切日および貸付金の交付日が休日の場合はその前日とし、
　貸付決定日が休日の場合はその翌日。

●
だ
ん
し
ん
へ
の
申
し
込
み
時
期

　

だ
ん
し
ん
の
加
入
資
格
を
満
た
し
て
い
る
方
で
、だ
ん
し
ん

加
入
を
ご
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、各
貸
付
け
を
申
し
込
む
際

に
団
体
信
用
生
命
保
険
加
入
申
込
書
に
よ
り
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

貸
付
事
業
の
申
し
込
み
締
切
時
期
の

お
知
ら
せ

貸
付
事
業
の
申
し
込
み
締
切
時
期
の

お
知
ら
せ

団
体
信
用
生
命
保
険
事
業（
だ
ん
し
ん
）の

加
入
申
し
込
み
に
つ
い
て

　

夏
の
ボ
ー
ナ
ス
の
活
用
方
法
は
お
決
ま
り
で
す
か
！？
　

海

や
山
へ
の
レ
ジ
ャ
ー
等
の
あ
と
は
、
し
っ
か
り
貯
蓄
し
ま

せ
ん
か
。上
手
な
貯
蓄
を
お
考
え
な
ら
、い
つ
で
も
預
入

れ
が
で
き
、
高
利
回
り
で
安
全
な「
組
合
員
貯
金
」
に

決
ま
り
で
す
。
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保健事業のお知らせ保健事業のお知らせ

①生活習慣病などの早期発見・早期治療のためにも、定期的に健康診断を受けて、自分の健康状態を把握し、健康維持に努め
ましょう。

　健康診断は健康な生活を送るためのバロメーターです。
②皆さまが、健康な毎日を送れるよう共済組合がお手伝いします。

人間ドック・婦人科健診
４月から指定医療機関による人間ドックまた婦人科健診が始まりました。受診者の方は希望する医療機関等に早めに予約をして受診して
ください。

成人病健診・委託定期健康診断
５月下旬から各所属所への巡回健診による成人病健診【１次検査】および委託定期健康診断が始まりました。

組合員の
皆さまへ

平成２０年７月１日から
組合員貯金の利率および貸付利率（特例）
が変更になります！！

平成２０年７月１日から
組合員貯金の利率および貸付利率（特例）
が変更になります！！

■組合員貯金の利率が下がります。
　組合員貯金は、皆さまからお預かりしたお金を、共済組合が安全かつ効率的に運用することで収益を得て、貯金加入者の
皆さまに利息として還元し、生活の安全、福祉の増進を目的としています。厳しい情勢が続いているなか、過去に購入した高
利回りの債券により、年利1.8％に相応する運用益を確保してきましたが、本年度以降においては、高利回りの債権の償還が
行われ、新規に購入する国内債券等のクーポンが低位であることから同利率を維持することが難しい状況です。  
　このことから、平成２０年７月より組合員貯金利率を年利１．５％といたします。      

■貸付利率（特例）が上がります。
　本組合貸付利率につきまして、平成２０年１月１日より、特例利率２．４６％（災害貸付２．０５％、在宅介護対応住宅貸付
２．２０％）となりましたが、共済ニュース平成１９年１１月号でお知らせしましたとおり、平成２０年７月からは下表のとおり貸付利
率が上がりますので、貸付けの申込みをお考えの方はご注意ください。 

(  )は、抵当権を設定する貸付けを除き、徴収される年利０.０６％の一部負担金を含んだ利率
（参考）●財政融資資金利率…国債の市場流通金利を基準として財務大臣が毎月定める利率で「財政融資資金預託金利」の約定期間１０年以
　　　　　　　　　　　　　　上１１年未満の率       
　　　●一部負担金の負担率…平成１８年６月からの新規貸付より貸付債権保全金に要する費用の一部として借受人が負担することとなった
　　　　　　　　　　　　　　率（ただし、抵当権の設定を要する貸付を除く）

特例利率表
平成２０年７月１日から平成２１年６月３０日までの間
財政融資資金利率

2.9 
2.8 
2.7 
2.6 
2.5 

3.16 （3.22）
3.06 （3.12）
2.96 （3.02）
2.86 （2.92）
2.76 （2.82）

2.63 （2.69）
2.55 （2.61）
2.47 （2.53）
2.38 （2.44）
2.30 （2.36）

2.90 （2.69）
2.80 （2.86）
2.70 （2.76）
2.60 （2.66）
2.50 （2.56）

3.0以上
 (上段 H20.7.1
～H21.3.31)
 (下段 H21.4.1
～H21.6.30)

特例期間が終了した日の属する月の末日（理事長が必要
と認める場合には、当該末日の翌日以後３月以内の日
で理事長が定める日）

毎年の１月１日および７月１日から、１月１日にあっては直近
の１０月１日、７月１日にあっては直近の４月１日における財
政融資資金利率に０.２６％を加えた利率

財政融資資金利率の改定日（理事長が必要と認める場合
は、その日から３月以内で理事長が定める日）2.4以下 2.66 （2.72） 2.22 （2.28） 2.40 （2.46）

3.26 （3.32） 2.72 （2.78） 3.00 （3.06）

3.46 （3.52） 2.88 （2.94） 3.20 （3.26）

住宅貸付等 災害貸付  介護住宅 備考

本則附則
平成２１年７月１日～
財政融資資金利率

3.1 
3.0 
2.9 
2.8 
2.7 
2.6 
2.5 

3.36 （3.42）
3.26 （3.32）
3.16 （3.22）
3.06 （3.12）
2.96 （3.02）
2.86 （2.92）
2.76 （2.82）

2.80 （2.86）
2.72 （2.78）
2.63 （2.69）
2.55 （2.61）
2.47 （2.53）
2.38 （2.44）
2.30 （2.36）

3.10 （3.16）
3.00 （3.06）
2.90 （2.96）
2.80 （2.86）
2.70 （2.76）
2.60 （2.66）
2.50 （2.56）

3.2以上
特例期間が終了した日の属する月の末日（理事長が必要
と認める場合には、当該末日の翌日以後３月以内の日
で理事長が定める日）

毎年の１月１日および７月１日から、１月１日にあっては直近
の１０月１日、７月１日にあっては直近の４月１日における財
政融資資金利率に０.２６％を加えた利率

財政融資資金利率の改定日（理事長が必要と認める場合
は、その日から３月以内で理事長が定める日）2.4以下 2.66 （2.72） 2.22 （2.28） 2.40 （2.46）

3.46 （3.52） 2.88 （2.94） 3.20 （3.26）

住宅貸付等 災害貸付  介護住宅 備考

（ 利率 ： ％ ）

（ 利率 ： ％ ）
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リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
休
暇
、夏
期
休
暇
や
連
休
等
を
利
用
し
て
家

族
旅
行
・
職
場
の
仲
間
ど
う
し
と
グ
ル
ー
プ
旅
行
等
を
計

画
さ
れ
る
と
き
に
保
健
事
業
で
は
、バ
カ
ン
ス
ク
ー
ポ
ン
や

旅
行
商
品
割
引
で
次
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
ま
す
。ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

バ
カ
ン
ス
ク
ー
ポ
ン

  

こ
の
事
業
は
、組
合
員
お
よ
び
被
扶
養
者
等（
被
扶
養
者
お

よ
び
同
居
の
家
族
）が
保
養
所
利
用
の
便
宜
を
図
る
た
め
に

Ｊ
Ｒ
等
を
利
用
し
て
旅
行
す
る
場
合
、乗
車
券
等
を
２
割
引

で
購
入
で
き
る
制
度
で
す
。

バ
カ
ン
ス
ク
ー
ポ
ン
の
購
入
手
続
き
は
、次
の
と
お
り
で
す
。

※

利
用
条
件

①
共
済
組
合
の「
助
成
対
象
宿
泊
施
設
」ま
た
は
各
旅
行
会

社
の
提
携
施
設
に
宿
泊
す
る
こ
と
。

②
大
人
2
名
以
上
ま
た
は
大
人
、子
ど
も
あ
わ
せ
て
2
名
以

上
が
同
一
列
車（
行
程
）を
利
用
す
る
こ
と
。

③
目
的
地
ま
で
の
乗
車
区
間
が
片
道
ま
た
は
往
復
の
い
ず
れ

か
で
、と
も
に
片
道
２
０
１
㎞
以
上
で
あ
る
こ
と
。

た
だ
し
東
海
道
新
幹
線
を
利
用
す
る
場
合
は
、片
道
６
０

１
㎞
以
上
で
あ
る
こ
と（
６
０
１
㎞
以
下
の
場
合
は
、1
割

引
）。

④
乗
車
日
が
次
の
利
用
対
象
外
期
間
で
な
い
こ
と
。

    

・
4
月
27
日
〜
5
月
6
日

    

・
8
月
11
日
〜
8
月
20
日

    

・
12
月
28
日
〜
1
月
6
日

※

購
入
方
法

①『
助
成
対
象
宿
泊
施
設
』に
宿
泊
予
約
を
す
る
。ま
た
旅
行

会
社
の
提
携
施
設
に
つ
い
て
は
、各
旅
行
会
社
を
通
じ
て
宿

泊
予
約
を
す
る
。

②
共
済
事
務
担
当
者
に
申
し
出
て
、『
バ
カ
ン
ス
ク
ー
ポ
ン
購

入
申
込
書
』の
交
付
を
受
け
る
。

③
取
扱
旅
行
会
社
お
よ
び
支
店（
一
覧
表
参
照
）に
申
込
書
を

提
出
し
て
バ
カ
ン
ス
ク
ー
ポ
ン
を
購
入
す
る
。

※

注
意
事
項

①
出
発
日
の
１０
日
前
ま
で
に
購
入
す
る
こ
と
。

②
北
海
道
・
四
国
・
九
州
を
目
的
地
と
す
る
場
合
に
は
片

道
航
空
機
を
利
用
で
き
ま
す
が
、乗
車
区
間
の
２
０
１
㎞
に

は
含
み
ま
せ
ん
。

③「
旅
行
商
品
割
引
」と
は
、各
旅
行
会
社
の
取
扱
支
店
が
異

な
り
ま
す
。

  

こ
の
事
業
は
、組
合
員
お
よ
び
被
扶
養
者
の
保
養
に
よ
る
健

康
保
持
増
進
を
図
る
た
め
共
済
組
合
と
契
約
を
締
結
し
た

旅
行
会
社
が
発
売
す
る
旅
行
商
品
を
購
入
す
る
場
合
に
料

金
が
割
引
さ
れ
る
制
度
で
す
。

旅
行
商
品
の
購
入
手
続
き
は
、次
の
と
お
り
で
す
。

※

購
入
方
法

①
各
旅
行
会
社
が
発
売
す
る
旅
行
商
品（
一
覧
表
参
照
）の
中

か
ら
購
入
希
望
商
品
を
選
択
す
る
。

②
購
入
希
望
商
品
を
取
り
扱
う
旅
行
会
社
の
支
店（
一
覧
表

参
照
）で
購
入
の
申
し
出
を
す
る
。

③
購
入
に
あ
た
り
旅
行
会
社
の
窓
口
で「
奈
良
県
市
町
村
職

員
共
済
組
合
の
組
合
員
お
よ
び
被
扶
養
者
」で
あ
る
こ
と

を
証
明
す
る
次
の
も
の
を
提
示
す
る
。

ア
組
合
員
が
購
入
す
る
場
合

市
町
村
役
場
お
よ
び
一
部
事
務
組
合
が
発
行
す
る「
職
員

証
明
書
」

イ
組
合
員
お
よ
び
被
扶
養
者
が
購
入
す
る
場
合

奈
良
県
市
町
村
職
員
共
済
組
合
発
行
の「
組
合
員
証
」

「
組
合
員
被
扶
養
者
証
」

④
旅
行
商
品
を
割
引
料
金
で
購
入
す
る
。

※

注
意
事
項

①
旅
行
会
社
に
よ
っ
て
取
扱
商
品
は
異
な
り
ま
す
。

②「
バ
カ
ン
ス
ク
ー
ポ
ン
」と
は
各
旅
行
会
社
の
取
扱
支
店
が

異
な
り
ま
す
。

 

旅
行
商
品
割
引

ぜ
ひ
保
養
施
設
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い

『バカンスクーポン』・『旅行商品割引 』 取扱旅行会社支店一覧表

近
畿
日
本
鉄
道

近鉄生駒駅営業所

近鉄西大寺駅営業所

近鉄奈良駅営業所

近鉄橿原神宮前駅営業所

近鉄名張駅営業所
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旅
行
商
品
割
引

ぜ
ひ
保
養
施
設
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い

『バカンスクーポン』・『旅行商品割引 』 取扱旅行会社支店一覧表

近
畿
日
本
鉄
道

近鉄生駒駅営業所

近鉄西大寺駅営業所

近鉄奈良駅営業所

近鉄橿原神宮前駅営業所

近鉄名張駅営業所
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メンタルヘルス相談を
ご利用になられる方

相 談 員

相 談 場 所

利 用 方 法

相 談 時 間

費 用 負 担

実 施 期 間

プ ラ イ バ シ ー

奈良県市町村職員共済組合の組合員およびその家族（被扶養者およ
び同居するご家族）

財団法人信貴山病院　ハートランドしぎさん

個人情報保護法を遵守し、相談員は、相談者のプライバシーを厳守し
機密を保持します。

毎年4月1日から翌年3月31日までの期間（毎年度継続更新）

受付時間内で1回につき60分以内

予約した日に、カウンセリング室で組合員証または、組合員被扶養者
証を提示してから、メンタルヘルス相談を受けてください。
※カウンセリングの際、医師の診察および診断は行いません。

相談料は共済組合が負担
※ただし、1人同一内容につきカウンセリングは、3回以内を限度とし
ます。

利用者本人が、相談予約専用電話で臨床心理士に直接、相談日時の
予約をしてください。
受付時間：午前9時から午後4時まで
             【日・祝祭日および年末年始（12月30日～1月3日）を除く】

「ハートランドしぎさん」に勤務する臨床心理士

 　0745-72-5307相談予約専用電話　0745-72-5307

組合員および家族の健康づくりを目的として、メンタルヘルス相談を下記のとおり行っています。

◎健康（心の相談）に関すること
　・病気の症状・病気の心配・薬の疑問・心身の不調など
◎育児や介護に関すること
　・育児の不安・高齢者のケア・介護など
◎事故に関すること
　・食事・運動・睡眠・休養など
◎健康に関する情報の提供
　・医療・介護・保育等の福祉機関の施設など
その他、健康全般に関することは何でも相談ください。

※「電話健康相談」ご利用にあたって
電話健康相談は、一般的な助言の範囲内で健康
にかかわる相談のみを行っています。診断、治療
等の医療行為を行うものではありません。電話
相談事業では、個人情報保護法を遵守していま
す。また相談員等は相談者のプライバシーを厳
守し機密を保持します。ご相談の内容が他に知ら
れることは絶対にありません。
※この電話健康相談は、当共済組合が信頼できる
専門機関に依頼して開設しているものです。

長寿医療制度（後期高齢者医療制度）について

長寿医療制度（後期高齢者医療制度）とは、75歳以上の方々の医療費を国民全体で支える仕組みです。

①75 歳以上の方を対象とした独立の医療制度とし、公費を重点的に投入（給付費の 5割）。
②都道府県単位で運営。
・国保では、市区町村によって保険料に最大 5倍の格差がありましたが、長寿医療制度では、2倍に縮まります。
③高齢者お一人おひとりが、公平に、保険料を負担。
・トータルで従来と同水準の1割です。これまでは、国保など加入する制度によってバラバラでしたが、これからは
一本化し、同じ都道府県内で、同じ所得であれば、原則、同じ保険料となります。

・若い世代の方々の負担（給付費の4割）が重くなり過ぎないよう、ご負担をお願いします。
・サラリーマンなどとして働かれている家族が加入している医療保険の被扶養者であった方には、移行措置を講
じます。
　※20 年 4月～9月は保険料負担を凍結、20 年 10月～21 年 3月は本来の保険料の1割負担
④保険料は、原則として、年金からお支払いいただきます。
・高齢者の皆さまに金融機関の窓口でお支払いいただくなどの手間をおかけしないためです。また、保険料徴収
のための行政の無駄なコストを省くこともできます。
⑤75 歳以上と74歳以下で受けられる医療に違いはありません。
加えて、お一人おひとりに寄り添って、生活面も含め、丁寧に診ていく医療を提供します。

・「高齢者担当医」が心と体の全体を診て、外来から入院先の紹介、在宅医療まで継続して関わる仕組みを導入
　します。
・医師の訪問診療や訪問看護などの在宅医療を充実します。

POINT 1 75 歳以上の方お一人おひとりに、被保険者証を交付します。
　これまでは加入する制度の被保険者証と老人医療受給者証の 2 枚必要でしたが、これからは被保険者証
1 枚で医療を受けられます。大切に使ってください。

　あくまでも、ご本人と医療機関が希望される場合です。
　特定の医師にしか診てもらえなくなるわけでもありません。

POINT 2 国保と比べ、保険料は、平均的には、これまでよりも低くなります。

POINT 4 ご自身の担当医を持つことが可能になります。

POINT 4 都道府県単位とし、安定的な運営が可能となります。

POINT 3 医療機関に支払う窓口負担は、これまでと同様、原則 1 割負担
（現役並みの所得がある方は、3 割負担）

　一番普及している算定方式によって全国平均の保険料で比較すると、基礎年金や平均的な厚生年金だけで
暮らしておられる方は、負担が軽減されます。
・基礎年金（月額 6.6 万円）だけの単身　1 人 1,000 円／月（←国保 2,800 円／月）
・平均的な厚生年金（月額 16.7 万円）の単身・夫婦　夫 5,800 円／月（←国保 7,700 円／月）
　国保の保険料の算定方式が長寿医療制度とは異なるなどの自治体において、負担が増える場合もあります。

〈その他のポイント〉
●年金からの保険料のお支払いは、金融機関などで納めていただく手間をなくすため。行政の無駄なコストも省
かれます。ご理解ください。
●サラリーマンに扶養されている方の保険料は、4月～9月は 0円、10月～来年 3月は本来の保険料の 1 割負
担（平均 350 円／月）となります。
●制度を身近で親しみやすいものにするため、通称を「長寿医療制度」としました。

お一人おひとりにとって、何が変わるの？

◆制度内容や各種手続きについては、奈良県後期高齢者医療広域連合または居住地の市町村窓口へお問い合わせ願います。

厚生労働省通知

No.213 お知らせ
食生活健康講座の実施について
　共済ニュースすこやか４月号にて平成２０年度保健事業のご案内をいたしましたが、健康対策事業の１つとして予定いたしております「食生活
健康講座」につきましては、実施月を７月から９月に変更となりましたので、お知らせいたします。



13 12No.213

メンタルヘルス相談を
ご利用になられる方
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び同居するご家族）

財団法人信貴山病院　ハートランドしぎさん
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ます。
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　・食事・運動・睡眠・休養など
◎健康に関する情報の提供
　・医療・介護・保育等の福祉機関の施設など
その他、健康全般に関することは何でも相談ください。

※「電話健康相談」ご利用にあたって
電話健康相談は、一般的な助言の範囲内で健康
にかかわる相談のみを行っています。診断、治療
等の医療行為を行うものではありません。電話
相談事業では、個人情報保護法を遵守していま
す。また相談員等は相談者のプライバシーを厳
守し機密を保持します。ご相談の内容が他に知ら
れることは絶対にありません。
※この電話健康相談は、当共済組合が信頼できる
専門機関に依頼して開設しているものです。

長寿医療制度（後期高齢者医療制度）について

長寿医療制度（後期高齢者医療制度）とは、75歳以上の方々の医療費を国民全体で支える仕組みです。

①75 歳以上の方を対象とした独立の医療制度とし、公費を重点的に投入（給付費の 5割）。
②都道府県単位で運営。
・国保では、市区町村によって保険料に最大 5倍の格差がありましたが、長寿医療制度では、2倍に縮まります。
③高齢者お一人おひとりが、公平に、保険料を負担。
・トータルで従来と同水準の1割です。これまでは、国保など加入する制度によってバラバラでしたが、これからは
一本化し、同じ都道府県内で、同じ所得であれば、原則、同じ保険料となります。

・若い世代の方々の負担（給付費の4割）が重くなり過ぎないよう、ご負担をお願いします。
・サラリーマンなどとして働かれている家族が加入している医療保険の被扶養者であった方には、移行措置を講
じます。
　※20 年 4月～9月は保険料負担を凍結、20 年 10月～21 年 3月は本来の保険料の1割負担
④保険料は、原則として、年金からお支払いいただきます。
・高齢者の皆さまに金融機関の窓口でお支払いいただくなどの手間をおかけしないためです。また、保険料徴収
のための行政の無駄なコストを省くこともできます。
⑤75 歳以上と74歳以下で受けられる医療に違いはありません。
加えて、お一人おひとりに寄り添って、生活面も含め、丁寧に診ていく医療を提供します。

・「高齢者担当医」が心と体の全体を診て、外来から入院先の紹介、在宅医療まで継続して関わる仕組みを導入
　します。
・医師の訪問診療や訪問看護などの在宅医療を充実します。

POINT 1 75 歳以上の方お一人おひとりに、被保険者証を交付します。
　これまでは加入する制度の被保険者証と老人医療受給者証の 2 枚必要でしたが、これからは被保険者証
1 枚で医療を受けられます。大切に使ってください。

　あくまでも、ご本人と医療機関が希望される場合です。
　特定の医師にしか診てもらえなくなるわけでもありません。

POINT 2 国保と比べ、保険料は、平均的には、これまでよりも低くなります。

POINT 4 ご自身の担当医を持つことが可能になります。

POINT 4 都道府県単位とし、安定的な運営が可能となります。

POINT 3 医療機関に支払う窓口負担は、これまでと同様、原則 1 割負担
（現役並みの所得がある方は、3 割負担）

　一番普及している算定方式によって全国平均の保険料で比較すると、基礎年金や平均的な厚生年金だけで
暮らしておられる方は、負担が軽減されます。
・基礎年金（月額 6.6 万円）だけの単身　1 人 1,000 円／月（←国保 2,800 円／月）
・平均的な厚生年金（月額 16.7 万円）の単身・夫婦　夫 5,800 円／月（←国保 7,700 円／月）
　国保の保険料の算定方式が長寿医療制度とは異なるなどの自治体において、負担が増える場合もあります。

〈その他のポイント〉
●年金からの保険料のお支払いは、金融機関などで納めていただく手間をなくすため。行政の無駄なコストも省
かれます。ご理解ください。
●サラリーマンに扶養されている方の保険料は、4月～9月は 0円、10月～来年 3月は本来の保険料の 1 割負
担（平均 350 円／月）となります。
●制度を身近で親しみやすいものにするため、通称を「長寿医療制度」としました。

お一人おひとりにとって、何が変わるの？

◆制度内容や各種手続きについては、奈良県後期高齢者医療広域連合または居住地の市町村窓口へお問い合わせ願います。

厚生労働省通知

No.213 お知らせ
食生活健康講座の実施について
　共済ニュースすこやか４月号にて平成２０年度保健事業のご案内をいたしましたが、健康対策事業の１つとして予定いたしております「食生活
健康講座」につきましては、実施月を７月から９月に変更となりましたので、お知らせいたします。
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平
成
２０
年
度
か
ら
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム（
内

臓
脂
肪
症
候
群
）に
着
目
し
た
特
定
健
康
診
査
と

特
定
保
健
指
導
を
共
済
組
合
に
お
い
て
実
施
し
ま

す
。特

定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
と
は
？

特
定
健
康
診
査
の
受
診
方
法

　

平
成
20
年
４
月
か
ら
医
療
構
造
改
革
の
ひ
と
つ
と
し
て
共

済
組
合
等
の
医
療
保
険
者
が
対
象
者
（
４０
歳
か
ら
７４
歳
ま
で

の
組
合
員
・
被
扶
養
者
）
に
対
し
て
、
内
臓
脂
肪
症
候
群
の

該
当
者
お
よ
び
リ
ス
ク
保
有
者
を
選
定
し
、
個
別
に
保
健
指

導
を
行
う
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

生
活
習
慣
病
の
予
防
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
活
習

慣
病
予
備
群
（
将
来
的
に
生
活
習
慣
病
の
患
者
と
な
る
者
）

を
減
ら
し
、
将
来
的
に
医
療
費
の
増
大
を
抑
制
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
ま
す
。

特
定
健
康
診
査
で
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
検
査
数
値
は

次
の
と
お
り
で
す
。

　

特
定
保
健
指
導
の
対
象
と
な
ら
な
い
の
は
次
の
い
ず
れ
か

の
場
合
で
す
。

●
高
血
圧
、
糖
尿
病
、
脂
質
異
常
症
で
服
薬
中
の
人

●
腹
囲
も
、
Ｂ
Ｍ
Ｉ
も
該
当
し
な
い
人

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム（
内
臓
脂
肪
症
候
群
）
と
は
？

● 

特
定
健
康
診
査
受
診
券

　

た
だ
し
、次
の
場
合
は
特
定
健
康
診
査
の
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。

・
年
度
の
途
中
で
他
の
保
険
者
と
当
共
済
組
合
と
の

間
で
異
動
が
あ
っ
た
者

・
妊
産
婦

・
刑
務
所
入
所
中
の
者

・
海
外
在
住
の
者

・
船
員
保
険
の
被
保
険
者
の
う
ち
相
当
な
期
間
継
続

し
て
船
舶
内
に
い
る
者

・
病
院
ま
た
は
診
療
施
設
に
６
月
以
上
継
続
し
て
入

院
し
て
い
る
者

・
法
に
定
め
る
障
害
者
支
援
施
設
、
養
護
老
人
ホ
ー

ム
、
介
護
保
険
施
設
等
へ
入
所
し
て
い
る
者

●
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
着
目
し
た
健
診
項

目
で
す
。

●
健
診
結
果
に
基
づ
き
、特
定
保
健
指
導
を
行
い
ま
す
。

　

「
職
場
の
定
期
健
康
診
断
」や
共
済
組
合
が
指
定
す
る「
人

間
ド
ッ
ク
医
療
機
関
」、「
特
定
健
診
機
関
」で
の
健
診
は
特
定

健
康
診
査
の
検
査
項
目
が
全
て
含
ん
で
お
り
、受
診
さ
れ
た
方

の
健
診
デ
ー
タ
を
事
業
主
や
健
診
機
関
等
よ
り
共
済
組
合
に
提

出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、特
定
健
康
診
査
の
受
診
が
あ
っ
た
も

の
と
み
な
し
ま
す
。

共
済
組
合
が
実
施
す
る
特
定
健
康
診
査
・

特
定
保
健
指
導
の
ご
案
内

共
済
組
合
が
実
施
す
る
特
定
健
康
診
査
・

特
定
保
健
指
導
の
ご
案
内

共
済
組
合
が
実
施
す
る
特
定
健
康
診
査
・

特
定
保
健
指
導
の
ご
案
内

●
対
象
者
は
４０
歳
〜
74
歳
ま
で
の

組
合
員
お
よ
び
被
扶
養
者
で
す
。

任
意
継
続
組
合
員
お
よ
び
そ
の
被
扶
養
者
で
す
。

　

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
は
、動
脈
硬
化
を
促
進
し
、心
筋

梗
塞
や
脳
梗
塞
、糖
尿
病
の
悪
化
を
招
く
要
因
と
さ
れ
て
お
り

ま
す
。

　

内
臓
脂
肪
型
肥
満
を
中
心
に
、血
圧
値（
高
血
圧
予
備
群
）、

血
中
脂
質
異
常（
高
中
性
脂
肪
血
症
と
低
Ｈ
Ｄ
Ｌ
血
症
）、高
血

　

受
診
券
は
組
合
員
の
被
扶
養
者
、任
意
継
続
組
合
員
お
よ
び

そ
の
被
扶
養
者
に
毎
年
発
行
さ
れ
、当
該
年
度
内
の
有
効
と
な

り
ま
す
。（
組
合
員
の
被
扶
養
者
で
共
済
組
合
が
助
成
す
る
人

間
ド
ッ
ク
を
受
診
さ
れ
る
場
合
、人
間
ド
ッ
ク
の
検
査
項
目
に
特

定
健
康
診
査
の
検
査
項
目
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
の
で
、特
定
健

康
診
査
を
改
め
て
受
診
い
た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

　

組
合
員
の
被
扶
養
者
の
受
診
券
は
、平
成
２０
年
6
月
中
に
所

属
所
を
経
由
し
て
送
付
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、任
意
継
続
組
合
員
お
よ
び
そ
の
被
扶
養
者
の
受
診
券

は
、共
済
組
合
か
ら
居
住
地
へ
送
付
い
た
し
ま
す
。

　

受
診
券
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受
診
者
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名
等
が
印
刷
さ
れ
て
お
り
、ご
本
人

の
み
使
用
で
き
ま
す
。

　

受
診
券
と
共
済
組
合
が
発
行
し
て
い
る
組
合
員
被
扶
養
者

証
、任
意
継
続
組
合
員
証
、任
意
継
続
組
合
員
被
扶
養
者
証
を

指
定
の
健
診
機
関
等
の
窓
口
に
提
出
し
、特
定
健
診
を
受
診
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

な
お
、特
定
健
康
診
査
を
受
診
す
る
前
に
組
合
員
の
被
扶
養

者
、任
意
継
続
組
合
員
お
よ
び
そ
の
被
扶
養
者
の
資
格
を
喪
失

し
た
場
合
に
は
受
診
券
が
使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、受
診
券
と

お
持
ち
に
な
っ
て
い
る
各
証
と
あ
わ
せ
共
済
組
合
に
返
納
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

肥満の
タイプ

（
１
）腹
囲
　

男
85 

ｃｍ 

以
上
、女
９０ 

ｃｍ 

以
上

（
２
）腹
囲
は
該
当
し
な
い
が
、Ｂ
Ｍ
Ｉ
が
２５
以
上

糖（
糖
尿
病
予
備
群
）の
う
ち
い
ず
れ
か
２
つ
以
上
該
当
す
る

と
、メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
と
診
断
さ
れ
ま
す
。

階層化の
追加リスク

①血糖

空腹時
血糖 mg/ｄℓ  ～99  100～125

35～39

130～139

85～89

150～299

5.2～6.0 ～5.1

 ～149

40～

～129

～84

mg/ｄℓ

mg/ｄℓ

mmHg

mmHg

%

収縮期

拡張期

ＨＤＬ
コレステ
ロール

中性
脂肪

ＨｂＡ１ｃ

③血圧

BMI = 体重（kg） ÷ 身長（m）の2乗

②脂質

単位 基準値 保健指導
判定値

組合員

被扶養者

任意継続組合員
および

その被扶養者

特定健康診査の受診方法 健診等の費用および助成

①自己負担・・・・なし

②
・助成額：２０，０００円
・節目該当年齢（４０歳～６０歳まで
５歳刻み）助成額：３０，０００円

②
・助成額：１３，０００円
・節目該当年齢（４０歳～６０歳まで
５歳刻み）助成額：１９，０００円

①自己負担・・・・なし

②自己負担・・・・なし

③自己負担・・・・なし

①自己負担・・・・なし

①事業所（所属所）の定期健康診断を受診する。

②パートタイマー等で勤務先の事業所が行う定
期健康診断を受診される場合で、健診結果
データの提供をいただけるのであれば、特定
健康診査の受診があったものとみなします。
その際は、健診結果データを組合員の勤務
する所属所を通じて共済組合に提出してい
ただくことになります。

①共済組合が発行する特定健康診査受診券
で、指定の医療機関等で受診する。

③パートタイマー等で勤務先の事業所が行う定
期健康診断を受診される場合で、健診結果
データの提供をいただけるのであれば、特定
健康診査の受診があったものとみなします。
その際は、健診結果データを組合員の勤務
する所属所を通じて共済組合に提出してい
ただくことになります。

②共済組合が助成する人間ドックを受診する。

①共済組合が発行する受診券で、指定の健診
機関等で受診する。（※）

②共済組合が助成する人間ドックを受診する。

※特定健康診査を受診いただく健診機関等については、受診券を配布する際にお知らせします。
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平
成
２０
年
度
か
ら
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム（
内

臓
脂
肪
症
候
群
）に
着
目
し
た
特
定
健
康
診
査
と

特
定
保
健
指
導
を
共
済
組
合
に
お
い
て
実
施
し
ま

す
。特

定
健
康
診
査
・
特
定
保
健
指
導
と
は
？

特
定
健
康
診
査
の
受
診
方
法

　

平
成
20
年
４
月
か
ら
医
療
構
造
改
革
の
ひ
と
つ
と
し
て
共

済
組
合
等
の
医
療
保
険
者
が
対
象
者
（
４０
歳
か
ら
７４
歳
ま
で

の
組
合
員
・
被
扶
養
者
）
に
対
し
て
、
内
臓
脂
肪
症
候
群
の

該
当
者
お
よ
び
リ
ス
ク
保
有
者
を
選
定
し
、
個
別
に
保
健
指

導
を
行
う
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

生
活
習
慣
病
の
予
防
を
徹
底
す
る
こ
と
に
よ
り
、
生
活
習

慣
病
予
備
群
（
将
来
的
に
生
活
習
慣
病
の
患
者
と
な
る
者
）

を
減
ら
し
、
将
来
的
に
医
療
費
の
増
大
を
抑
制
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
ま
す
。

特
定
健
康
診
査
で
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
る
検
査
数
値
は

次
の
と
お
り
で
す
。

　

特
定
保
健
指
導
の
対
象
と
な
ら
な
い
の
は
次
の
い
ず
れ
か

の
場
合
で
す
。

●
高
血
圧
、
糖
尿
病
、
脂
質
異
常
症
で
服
薬
中
の
人

●
腹
囲
も
、
Ｂ
Ｍ
Ｉ
も
該
当
し
な
い
人

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム（
内
臓
脂
肪
症
候
群
）
と
は
？

● 

特
定
健
康
診
査
受
診
券

　

た
だ
し
、次
の
場
合
は
特
定
健
康
診
査
の
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。

・
年
度
の
途
中
で
他
の
保
険
者
と
当
共
済
組
合
と
の

間
で
異
動
が
あ
っ
た
者

・
妊
産
婦

・
刑
務
所
入
所
中
の
者

・
海
外
在
住
の
者

・
船
員
保
険
の
被
保
険
者
の
う
ち
相
当
な
期
間
継
続

し
て
船
舶
内
に
い
る
者

・
病
院
ま
た
は
診
療
施
設
に
６
月
以
上
継
続
し
て
入

院
し
て
い
る
者

・
法
に
定
め
る
障
害
者
支
援
施
設
、
養
護
老
人
ホ
ー

ム
、
介
護
保
険
施
設
等
へ
入
所
し
て
い
る
者

●
メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
に
着
目
し
た
健
診
項

目
で
す
。

●
健
診
結
果
に
基
づ
き
、特
定
保
健
指
導
を
行
い
ま
す
。

　

「
職
場
の
定
期
健
康
診
断
」や
共
済
組
合
が
指
定
す
る「
人

間
ド
ッ
ク
医
療
機
関
」、「
特
定
健
診
機
関
」で
の
健
診
は
特
定

健
康
診
査
の
検
査
項
目
が
全
て
含
ん
で
お
り
、受
診
さ
れ
た
方

の
健
診
デ
ー
タ
を
事
業
主
や
健
診
機
関
等
よ
り
共
済
組
合
に
提

出
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、特
定
健
康
診
査
の
受
診
が
あ
っ
た
も

の
と
み
な
し
ま
す
。

共
済
組
合
が
実
施
す
る
特
定
健
康
診
査
・

特
定
保
健
指
導
の
ご
案
内

共
済
組
合
が
実
施
す
る
特
定
健
康
診
査
・

特
定
保
健
指
導
の
ご
案
内

共
済
組
合
が
実
施
す
る
特
定
健
康
診
査
・

特
定
保
健
指
導
の
ご
案
内

●
対
象
者
は
４０
歳
〜
74
歳
ま
で
の

組
合
員
お
よ
び
被
扶
養
者
で
す
。

任
意
継
続
組
合
員
お
よ
び
そ
の
被
扶
養
者
で
す
。

　

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
は
、動
脈
硬
化
を
促
進
し
、心
筋

梗
塞
や
脳
梗
塞
、糖
尿
病
の
悪
化
を
招
く
要
因
と
さ
れ
て
お
り

ま
す
。

　

内
臓
脂
肪
型
肥
満
を
中
心
に
、血
圧
値（
高
血
圧
予
備
群
）、

血
中
脂
質
異
常（
高
中
性
脂
肪
血
症
と
低
Ｈ
Ｄ
Ｌ
血
症
）、高
血

　

受
診
券
は
組
合
員
の
被
扶
養
者
、任
意
継
続
組
合
員
お
よ
び

そ
の
被
扶
養
者
に
毎
年
発
行
さ
れ
、当
該
年
度
内
の
有
効
と
な

り
ま
す
。（
組
合
員
の
被
扶
養
者
で
共
済
組
合
が
助
成
す
る
人

間
ド
ッ
ク
を
受
診
さ
れ
る
場
合
、人
間
ド
ッ
ク
の
検
査
項
目
に
特

定
健
康
診
査
の
検
査
項
目
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
の
で
、特
定
健

康
診
査
を
改
め
て
受
診
い
た
だ
く
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

　

組
合
員
の
被
扶
養
者
の
受
診
券
は
、平
成
２０
年
6
月
中
に
所

属
所
を
経
由
し
て
送
付
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、任
意
継
続
組
合
員
お
よ
び
そ
の
被
扶
養
者
の
受
診
券

は
、共
済
組
合
か
ら
居
住
地
へ
送
付
い
た
し
ま
す
。

　

受
診
券
に
は
受
診
者
氏
名
等
が
印
刷
さ
れ
て
お
り
、ご
本
人

の
み
使
用
で
き
ま
す
。

　

受
診
券
と
共
済
組
合
が
発
行
し
て
い
る
組
合
員
被
扶
養
者

証
、任
意
継
続
組
合
員
証
、任
意
継
続
組
合
員
被
扶
養
者
証
を

指
定
の
健
診
機
関
等
の
窓
口
に
提
出
し
、特
定
健
診
を
受
診
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

な
お
、特
定
健
康
診
査
を
受
診
す
る
前
に
組
合
員
の
被
扶
養

者
、任
意
継
続
組
合
員
お
よ
び
そ
の
被
扶
養
者
の
資
格
を
喪
失

し
た
場
合
に
は
受
診
券
が
使
用
で
き
ま
せ
ん
の
で
、受
診
券
と

お
持
ち
に
な
っ
て
い
る
各
証
と
あ
わ
せ
共
済
組
合
に
返
納
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

肥満の
タイプ

（
１
）腹
囲
　

男
85 

ｃｍ 

以
上
、女
９０ 

ｃｍ 

以
上

（
２
）腹
囲
は
該
当
し
な
い
が
、Ｂ
Ｍ
Ｉ
が
２５
以
上

糖（
糖
尿
病
予
備
群
）の
う
ち
い
ず
れ
か
２
つ
以
上
該
当
す
る

と
、メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
と
診
断
さ
れ
ま
す
。

階層化の
追加リスク

①血糖

空腹時
血糖 mg/ｄℓ  ～99  100～125

35～39

130～139

85～89

150～299

5.2～6.0 ～5.1

 ～149

40～

～129

～84

mg/ｄℓ

mg/ｄℓ

mmHg

mmHg

%

収縮期

拡張期

ＨＤＬ
コレステ
ロール

中性
脂肪

ＨｂＡ１ｃ

③血圧

BMI = 体重（kg） ÷ 身長（m）の2乗

②脂質

単位 基準値 保健指導
判定値

組合員

被扶養者

任意継続組合員
および

その被扶養者

特定健康診査の受診方法 健診等の費用および助成

①自己負担・・・・なし

②
・助成額：２０，０００円
・節目該当年齢（４０歳～６０歳まで
５歳刻み）助成額：３０，０００円

②
・助成額：１３，０００円
・節目該当年齢（４０歳～６０歳まで
５歳刻み）助成額：１９，０００円

①自己負担・・・・なし

②自己負担・・・・なし

③自己負担・・・・なし

①自己負担・・・・なし

①事業所（所属所）の定期健康診断を受診する。

②パートタイマー等で勤務先の事業所が行う定
期健康診断を受診される場合で、健診結果
データの提供をいただけるのであれば、特定
健康診査の受診があったものとみなします。
その際は、健診結果データを組合員の勤務
する所属所を通じて共済組合に提出してい
ただくことになります。

①共済組合が発行する特定健康診査受診券
で、指定の医療機関等で受診する。

③パートタイマー等で勤務先の事業所が行う定
期健康診断を受診される場合で、健診結果
データの提供をいただけるのであれば、特定
健康診査の受診があったものとみなします。
その際は、健診結果データを組合員の勤務
する所属所を通じて共済組合に提出してい
ただくことになります。

②共済組合が助成する人間ドックを受診する。

①共済組合が発行する受診券で、指定の健診
機関等で受診する。（※）

②共済組合が助成する人間ドックを受診する。

※特定健康診査を受診いただく健診機関等については、受診券を配布する際にお知らせします。
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● 

特
定
保
健
指
導
利
用
券

　

特
定
保
健
指
導
に
つ
い
て
は
、次
ペ
ー
ジ
の
生
活
習
慣
病
の
程

度
と
階
層
化
に
よ
る
保
健
指
導
レ
ベ
ル
に
基
づ
き
、共
済
組
合
が

独
自
に
特
定
保
健
指
導
対
象
者
を
抽
出
し
、該
当
者
に
対
し
て

特
定
保
健
指
導
利
用
券
を
発
行
し
ま
す
。

特
定
保
健
指
導
の
利
用
方
法

　

健
診
機
関
等
か
ら
提
出
の
あ
っ
た
健
診
結
果
デ
ー
タ
を
共
済

組
合
に
お
い
て
階
層
化
し
、抽
出
し
た
保
健
指
導
対
象
者
に
対

し
て
特
定
保
健
指
導
利
用
券
を
配
布
し
、基
本
的
に
は
、健
診

を
受
診
し
た
健
診
機
関
等
で
特
定
保
健
指
導
を
受
け
て
い
た
だ

き
ま
す
。（
や
む
を
得
な
い
理
由
等
に
よ
り
、健
診
を
受
診
し
た

健
診
機
関
等
で
指
導
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、共

済
組
合
が
指
定
す
る
そ
の
他
の
健
診
機
関
等
で
指
導
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。）

組合員

被扶養者

任意継続組合員
および

その被扶養者

特定健康診査の受診方法 特定保健指導の利用方法

①職場が指定する場所にて指導を受ける。

②共済組合が指定する健診機関等で指導を受
ける。

②共済組合が指定する健診機関等で指導を受
ける。

②人間ドックを受診した健診機関等で指導を受
ける。受診した健診機関等が特定保健指導
を実施していない場合は、共済組合が指定す
るその他の健診機関等で指導を受ける。

①特定健康診査を受診した健診機関等で指導
を受ける。受診した健診機関等が特定保健
指導を実施していない場合は、共済組合が
指定するその他の健診機関等で指導を受け
る。（※）

①特定健康診査を受診した健診機関等で指導
を受ける。受診した健診機関等が特定保健
指導を実施していない場合は、共済組合が
指定するその他の健診機関等にて指導を受
ける。

①職場の定期健康診断を受診し
た場合

②パートタイマー等で勤務先の
事業所が行う定期健康診断を
受診した場合

①共済組合が発行した受診券で
特定健康診査を受診した場合

②パートタイマー等で勤務先の
事業所が行う定期健康診断を
受診した場合

①共済組合が発行した受診券で
特定健康診査を受診した場合

②共済組合が助成する人間ドッ
クを受診した場合

生活習慣病の程度と階層化による保健指導レベル

STEP 1

STEP 2

STEP 3

肥満の
タイプ

腹囲　男８５ｃｍ以上、女９０ｃｍ以上　　　（１）

腹囲は該当しないが、ＢＭＩが２５以上　　　（２）

特定保健指導の対象とならないのは次のいず
れかの場合です。
○高血圧、糖尿病、脂質異常症で服薬中の人
○腹囲も、ＢＭＩも該当しない人

太っていても健康 
生活習慣病の程度

階層化の追加リスク

①～③の合計リスク個数 0個の人 情報提供

特定健康診査から特定保健指導への流れ

[Ａ] 個

単位

①血糖

②脂質

③血圧

④現在の喫煙
リ　ス　ク
あり
なし

1
0

空腹時血糖
ＨｂＡ１ｃ
中性脂肪
ＨＤＬコレステロール
収縮期
拡張期

mg/ｄℓ
%

mg/ｄℓ
mg/ｄℓ
mmHg
mmHg

 ～99
    ～5.1
 ～149
40～

  ～129
   ～84

 100～125
   5.2～6.0
150～299
 35～39
130～139
85～89

 126～
6.1～
300～
～34
140～
90～

 ０
０
０
０
０
０

 1

1

1

 1

1

1

基準値

肥満タイプ

リスク 保健指導判定値 リスク リスク受診勧奨判定値

以下、全て満たす場合

（１）
腹囲が　男８５ｃｍ以上　女９０ｃｍ以上

リスク数
１
２
３
4

40～64歳
動機づけ支援
積極的支援
積極的支援
積極的支援

65～74歳 65～74歳40～64歳
動機づけ支援
動機づけ支援
積極的支援
積極的支援

動機づけ支援 動機づけ支援

腹囲は該当しないが　ＢＭＩ２５以上
（2）

以下、どれか１つ該当以下、どれか１つ該当
生活習慣病予備群 生活習慣病予備群

個

特定健康診査受診券配布

特定健康診査受診人間ドック受診

健診結果に基づき階層化

特定保健指導利用券発行

特定保健指導の実施

定期健康診断受診

〔組合員と被扶養者〕〔組合員〕

[Ａ]が1個以上の関連リスク

[Ａ]＋④のリスク合計

〔被扶養者・任意継続組合員とその被扶養者〕

※情報提供：健康づくりのための情報を提供します。
※動機づけ支援：１回の個別面接で生活習慣改善のアドバイスを行い、半年後
に実施状況を確認します。
※積極的支援：個別面接など具体的なアドバイスを行い、半年後に実施状況を
確認します。

※特定保健指導を受けていただく健診機関等については、利用券を配布する際にお知らせします。
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組合員

被扶養者

任意継続組合員
および

その被扶養者

特定健康診査の受診方法 特定保健指導の利用方法

①職場が指定する場所にて指導を受ける。

②共済組合が指定する健診機関等で指導を受
ける。
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ける。

②人間ドックを受診した健診機関等で指導を受
ける。受診した健診機関等が特定保健指導
を実施していない場合は、共済組合が指定す
るその他の健診機関等で指導を受ける。

①特定健康診査を受診した健診機関等で指導
を受ける。受診した健診機関等が特定保健
指導を実施していない場合は、共済組合が
指定するその他の健診機関等で指導を受け
る。（※）

①特定健康診査を受診した健診機関等で指導
を受ける。受診した健診機関等が特定保健
指導を実施していない場合は、共済組合が
指定するその他の健診機関等にて指導を受
ける。

①職場の定期健康診断を受診し
た場合

②パートタイマー等で勤務先の
事業所が行う定期健康診断を
受診した場合

①共済組合が発行した受診券で
特定健康診査を受診した場合

②パートタイマー等で勤務先の
事業所が行う定期健康診断を
受診した場合

①共済組合が発行した受診券で
特定健康診査を受診した場合

②共済組合が助成する人間ドッ
クを受診した場合

生活習慣病の程度と階層化による保健指導レベル

STEP 1

STEP 2

STEP 3

肥満の
タイプ

腹囲　男８５ｃｍ以上、女９０ｃｍ以上　　　（１）

腹囲は該当しないが、ＢＭＩが２５以上　　　（２）

特定保健指導の対象とならないのは次のいず
れかの場合です。
○高血圧、糖尿病、脂質異常症で服薬中の人
○腹囲も、ＢＭＩも該当しない人

太っていても健康 
生活習慣病の程度

階層化の追加リスク

①～③の合計リスク個数 0個の人 情報提供

特定健康診査から特定保健指導への流れ

[Ａ] 個

単位

①血糖

②脂質

③血圧

④現在の喫煙
リ　ス　ク
あり
なし

1
0

空腹時血糖
ＨｂＡ１ｃ
中性脂肪
ＨＤＬコレステロール
収縮期
拡張期

mg/ｄℓ
%

mg/ｄℓ
mg/ｄℓ
mmHg
mmHg

 ～99
    ～5.1
 ～149
40～

  ～129
   ～84

 100～125
   5.2～6.0
150～299
 35～39
130～139
85～89

 126～
6.1～
300～
～34
140～
90～

 ０
０
０
０
０
０

 1

1

1

 1

1

1

基準値

肥満タイプ

リスク 保健指導判定値 リスク リスク受診勧奨判定値

以下、全て満たす場合

（１）
腹囲が　男８５ｃｍ以上　女９０ｃｍ以上

リスク数
１
２
３
4

40～64歳
動機づけ支援
積極的支援
積極的支援
積極的支援

65～74歳 65～74歳40～64歳
動機づけ支援
動機づけ支援
積極的支援
積極的支援

動機づけ支援 動機づけ支援

腹囲は該当しないが　ＢＭＩ２５以上
（2）

以下、どれか１つ該当以下、どれか１つ該当
生活習慣病予備群 生活習慣病予備群

個

特定健康診査受診券配布

特定健康診査受診人間ドック受診

健診結果に基づき階層化

特定保健指導利用券発行

特定保健指導の実施

定期健康診断受診

〔組合員と被扶養者〕〔組合員〕

[Ａ]が1個以上の関連リスク

[Ａ]＋④のリスク合計

〔被扶養者・任意継続組合員とその被扶養者〕

※情報提供：健康づくりのための情報を提供します。
※動機づけ支援：１回の個別面接で生活習慣改善のアドバイスを行い、半年後
に実施状況を確認します。
※積極的支援：個別面接など具体的なアドバイスを行い、半年後に実施状況を
確認します。

※特定保健指導を受けていただく健診機関等については、利用券を配布する際にお知らせします。
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（写真提供：川西町）
かわにしちょう川 西 町

21 No.213 20No.213

　川西町は、古くは水運や農業の町として発展してきま
したが、近年においては住宅地開発や工業団地の誘致等

により、コンパクトな田園都市の機能を備えた緑豊かな
町として発展しつつあります。

　明治22年に結崎・下永・吐田・唐院・梅戸・保田の六ヶ
村が合併して、本町の前身、川西村が誕生。昭和50年

4月に町制が施行され川西町がスタートしました。

　島の山古墳は、奈良盆地の中央部寺川と飛鳥川とに挟まれた

標高48メートルの微高地に立地しています。全長200メートル、

周囲に濠を巡らした典型的な前方後円墳であり、奈良県下の前

方後円墳約 300 基の中では 19 番目の規模に相当します。築造さ
れたのは、4世紀末から 5世紀初めであったと推定されており、

大王クラスの御陵等のいわれがありますが、まだ誰の墓か解っ
ていません。

　平成 6年より本格的な発掘調査が実地され、前方部の埋葬施設から車輪石・鍬形石・石

釤の三種類約 140 点の石製腕飾類や碧玉合子三点・玉製ネックレス三連・左右腕輪・銅鏡

三点・小刀および勾玉や臼玉を中心とした玉類約 1,300 個が未盗掘の状態で出土しました。
これらの出土遺物は国の重要文化財に指定されています。

　「室町時代のある日のこと、一天にわかにかき曇り、空中か
ら異様な怪音とともに寺川のほとりに落下物があった。この

落下物は、一個の翁の能面と一束の葱で、村人は能面をその

場にねんごろに葬り、葱はその地に植えたところみごとに生
育し、戦前まで「結崎ネブカ」として名物になった。・・・こ

れは、現在の川西町・寺川のほとりに立つ面塚を表した伝説

です。観世発祥の地という史実と、能面を貴重とする風潮に
加え、「結崎ネブカ」が事実上大和野菜の雄であったところか
ら、史実と幻想とを巧みに織りまぜて物語化されたものと考

えられます。

　面塚は 230㎡、周囲の玉垣は全国観世流の門下生らが寄与
したもので、樹木を植えて小公園化されています。「面塚」の

石標とともに、昭和 11 年に先代宗家観世左近師の直筆により

建立された「観世発祥の地」の碑があります。中世芸能のう

ち能楽については、大和の国に関係が深く、川西町結崎は能
楽観世流の発祥の地として知られています。

　糸井神社は、約千年前の「延喜式」という書
物にも糸井社として記されている由緒ある古社

（式内社）です。

　糸井神社の祭神は同社の縁起に記されている

豊鍬入 姫 命ほか、諸説もありますが、名称の

とおり糸に関係があることは確かで、三ノ宮・
四ノ宮に祭られている綾羽・呉羽の両神が元の

主神のようだといわれており、機織りのことに
関連した氏族が開拓した土地に殖産興業の神を
祭ったものと思われます。境内の奥まったとこ

ろに本殿・拝殿・宝庫等があり、境内社には、

春日大社、大国主・事代主神社相殿、住吉神社、

拝殿内側には県の指定文化財である「なもで踊
り」・「おかげ踊り」の絵馬が掲げられています。

安堵町
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●
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●川西町中央体育館

川西町役場
●
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橿
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駅

島の山古墳
●箕輪寺

　毎年 2月 11 日の夜に、六県神社で昔から伝わるユニークな

御田植祭「子出来おんだ祭」が行われます。お腹に小太鼓を

入れ、妊婦に扮した厄年の男子が、田植えをしている夫（神主）

のもとへ弁当を持って行く道中に産気づいてしまい、あぜ道

で男子を出産。夫は妻のお腹から放り出された太鼓をたたい

て喜ぶという、夫婦愛・農耕勤勉を表現した特異なお祭りで

す。

川西町マップ

史跡 島の山古墳

糸井神社

観世能の発祥の里

子出来おんだ祭り

結崎おかげ踊り絵馬
　高さ1.5 メートル、幅1.8 メー
トルの大きなもので、願い事が成
就した暁に踊られたと言われてい
ます。8人ずつ4列に並んだ踊り
子を描き、左右に世話方、はやし
方と、太神宮ののぼりを持ったも
のなどが立っています。

結崎太鼓踊り絵馬「なもで踊り」
　身分の高い武士が踊りを見物しており、右隅の木陰では屋台で西瓜
を切り売りしている姿が描かれています。この絵馬は大和平野におけ
る西瓜栽培の歴史を知るうえで興味深い資料です。太鼓の音は雷を表
すことから、雨乞いが行われている図柄でもあります。

島の山全体

島の山古墳発掘

面塚

翁面

ネブカねぎ
※9月～2月県内のスーパーにて販売

子出来おんだ祭り

〒636-0202　奈良県磯城郡川西町大字結崎28番地の1
電話：0745-44-2211　ホームページアドレス：http://www.town.nara-kawanishi.lg.jp/川西町役場
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とおり糸に関係があることは確かで、三ノ宮・
四ノ宮に祭られている綾羽・呉羽の両神が元の

主神のようだといわれており、機織りのことに
関連した氏族が開拓した土地に殖産興業の神を
祭ったものと思われます。境内の奥まったとこ

ろに本殿・拝殿・宝庫等があり、境内社には、

春日大社、大国主・事代主神社相殿、住吉神社、

拝殿内側には県の指定文化財である「なもで踊
り」・「おかげ踊り」の絵馬が掲げられています。
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　毎年 2月 11 日の夜に、六県神社で昔から伝わるユニークな

御田植祭「子出来おんだ祭」が行われます。お腹に小太鼓を

入れ、妊婦に扮した厄年の男子が、田植えをしている夫（神主）

のもとへ弁当を持って行く道中に産気づいてしまい、あぜ道

で男子を出産。夫は妻のお腹から放り出された太鼓をたたい

て喜ぶという、夫婦愛・農耕勤勉を表現した特異なお祭りで

す。

川西町マップ

史跡 島の山古墳

糸井神社

観世能の発祥の里

子出来おんだ祭り

結崎おかげ踊り絵馬
　高さ1.5 メートル、幅1.8 メー
トルの大きなもので、願い事が成
就した暁に踊られたと言われてい
ます。8人ずつ4列に並んだ踊り
子を描き、左右に世話方、はやし
方と、太神宮ののぼりを持ったも
のなどが立っています。

結崎太鼓踊り絵馬「なもで踊り」
　身分の高い武士が踊りを見物しており、右隅の木陰では屋台で西瓜
を切り売りしている姿が描かれています。この絵馬は大和平野におけ
る西瓜栽培の歴史を知るうえで興味深い資料です。太鼓の音は雷を表
すことから、雨乞いが行われている図柄でもあります。

島の山全体

島の山古墳発掘

面塚

翁面

ネブカねぎ
※9月～2月県内のスーパーにて販売

子出来おんだ祭り

〒636-0202　奈良県磯城郡川西町大字結崎28番地の1
電話：0745-44-2211　ホームページアドレス：http://www.town.nara-kawanishi.lg.jp/川西町役場
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この献立の詳しい栄養価を知りたい、
別の「副菜」「もう一品」はないかしら
そんなときは、  
奈良共済ホームページへアクセス！

酸っぱい味で疲労回復
酢や梅干し、かんきつ類などに含まれる有機
酸は糖質の代謝を高める作用があり、疲労回
復やストレス緩和によく効きます。また、胃酸
の分泌を促して消化力を高める働きもありま
す。疲れやすい夏は特に、酸味の利用を心が
けたいですね。

お詫びと訂正 前回号（平成20年4月号）の9ページ（貸付経理収支内訳）に掲載いたしました表中、次のことに誤りがありました。お詫びして訂正いたします。
（誤）支出419,625円　→　（正）支出419,625千円
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奈良県市町村職員共済組合

「共済ニュース　すこやか」は、年5回、4・6・8・11・1月初旬にお届けします。

2008

No.213
共済ニュース
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14
子出来おんだ祭り

翁面

組合員の現況（平成20年4月末現在）

組合員数　男 9,841人　女 4,902人　計 14,743人
任継組合員　385人　被扶養者数（任継除く）　18,633人

共済組合ホームページ　http://www.kyosai-nara.jp/

写真：川西町提供　※関連記事：わがまち自慢

在職中に60歳に到達される方へ　特例による退職共済年金の請求について　　 02
58歳になられる方へ 03
平成20年度の年金額のお知らせ　 04
共済事業説明会「平成20年度制度改正等について」を開催しました　 04
被扶養者の資格継続調査を実施します　 04
公費負担医療　こんな場合はお届けください　 05
貸付事業の申し込み締切時期のお知らせ　 06
保健事業のお知らせ　皆さま健診を受けましょう！　 06
平成20年7月1日から組合員貯金の利率および貸付利率（特例）が変更になります！！ 07
旅行を計画されるときは　 08
生活習慣病予防シリーズ　現代人は心も疲れ気味　 10
長寿医療制度（後期高齢者医療制度）について　 12
メンタルヘルス相談ご利用あんない　 13
電話健康相談　 13
共済組合が実施する特定健康診査・特定保健指導のご案内　 14
　　　　　すこやかさん！／トライアスロンでストレス解消　 18
知ってる？　共済Q&A　 19
　　　　　わがまち自慢／川西町　 20
　　　　　笑顔に会いに／荻原次晴 22
　　　元気レシピ⑦／キスの梅ガツオ焼きの献立　 23
　　　HP健康情報コンテンツ／「笑顔de発見Myドクター」のご案内　 23

も く じ

P R

P R

シリーズ

シリーズ

シリーズ

面塚

期間2008年期間2008年

6/1

7/31

6/1

7/31

日

木

※料理の内容は、季節により異なります。

5,000円（税・サ込）
料理料金

要予約

組合員9,800円
宿泊パック

要予約
＊1泊2食付

一般
11,000円

さらに利用助成券（宿泊料・朝食分及び
夕食分各2,500円の利用助成が可能です。）
を利用すると4,800円で利用できます。
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3,500円松花堂弁当 2,700円幕の内弁当

飲み放題

コーヒー付

1,400円

2時間30分
ビール、日本酒、焼酎、
ウィスキー、ソフトドリンク

要予約 要予約

〒630-8264　奈良市鍋屋町15番地

TEL（0742）24-5021
FAX（0742）24-5023
http://www.yamato-nara.com

奈良県市町村職員共済組合宿泊所

四季の宿

奈良共済マスコットキャラクター




